
№ 市の考え方 分類

1

　第１０条は、条例を円滑に運用するため
の事項を市長に委任するものであります。
条例は議会の議決により制定されますが、
具体的な運用方法や手続きといった実務的
事項は市長が定める規則等によって担われ
ます。従いまして、市長の定める事項は、
あくまで条例の趣旨を実際の行政運用とし
て具体化するためのものであり、条例の本
旨を逸脱する事項を一方的に決めるもので
はありません。
　なお、本条例については、令和７年第４
回市議会定例会に提案する予定です。

D

2

　本条例が制定された際には、町内会への
加入及び町内会等の活動への参加につなが
るよう、行政だけではなく、市民等の協力
も得ながら、本条例制定の背景及び条例の
内容のほか、町内会の活動内容や地域にお
ける町内会の重要性等を広く周知していき
たいと考えております。

C

案件名 （仮称）登別市町内会等の活動の活性化を推進する条例（案）について

意見の募集期間 令和７年９月２９日（月）～令和７年１０月２８日（火）

担当グループ 市民生活部市民協働グループ

意見提出者数 ３者

意見件数 ５件

提出された意見の概要と市の考え方

【分類欄について】
Ａ：意見を案に反映したもの
Ｂ：意見を既に案に盛り込んでいるもの
Ｃ：意見を今後の参考とするもの
Ｄ：意見を案に反映しなかったもの・その他の意見等

意見の概要

　条例のことは全くわかりませんが、読
んでみたところ気になった所がひとつだ
けありました。１０条の「この条例の施
行に関して必要な事項は市長が別に定め
る」という事は、他に決め事がある時
は、市長の独断で決めるという事でしょ
うか。何かを定める時は、必ず住民が決
めるべきではと思いました。

　本条例の制定に向けて、市連合町内
会・各町内会と市が事前調査（アンケー
ト、聞き取り等）をふまえ協議・話し合
いを重ねてこられたことが活かされてい
る条例となっていると思います。
　ただ、この条例制定自体市民の中にど
れだけ浸透しているか、根本にある「町
内会活動・運営そのものが危機的状況で
あり、ひいては（誰もがくらしやすいま
ちづくり）が危機的状況」であることに
市民が気づいているかが疑問です。
　本条例の施行・運用にあたっては、草
の根運動レベルといえるような丁寧な周
知徹底でひとりでも多くの市民が知るこ
とにより「まちづくりのためのみんなの
条例」となること、そして私も含め市民
と行政がいかしそだてていける条例にな
ることを望みます。

意見公募（パブリックコメント）の実施結果について



3

　現在、市連合町内会からの要望に基づ
き、本条例の制定に向けて取り組んでいる
ところですが、条例案の策定にあたって
は、まずは、町内会の実態把握等のため、
市連合町内会の役員及び改革・改善・見直
しプロジェクトチーム、日本工学院北海道
専門学校、登別商工会議所、不動産事業
者、その他関係団体との意見交換のほか、
市内３か所において市民等との意見交換会
を行っております。
　また、それらの意見交換等においても、
今後、町内会等の活動を維持していくため
には、若い世代の方の町内会への加入及び
活動への参加が必要とのご意見を多くいた
だいたこともあり、今後、具体的な課題へ
の対応を検討するため、若い世代や子育て
世帯の方を対象としたアンケート調査を実
施することとしました。現在、調査結果を
集約しておりますので、取りまとめ次第、
市公式ウェブサイト等において公表してい
きたいと考えております。

D

4

　登別市まちづくり基本条例第２７条で
は、「この条例は、市が定める最高規範で
あり、市は、他の条例、規則等の制定改廃
にあたって、この条例の趣旨を尊重し、整
合性を図らなければならない。」と規定さ
れておりますので、本条例（案）の内容を
検討する際には、登別市まちづくり基本条
例を考慮しており、整合性が図られるよう
留意して作成しております。
　なお、登別市まちづくり基本条例におい
て、他の条例と整合性を図るよう規定され
ておりますので、本条例への記載は考えて
おりません。

D

5

　市では、市が行った事務事業の有効性や
必要性を客観的に評価・点検することで、
事業の適正化・効率化を図るとともに、行
政運営の透明性の向上を図り、市民の皆さ
んへの説明責任を果たすことを目的とし
て、事務事業評価を毎年度実施しておりま
す。
　ご意見のありました施策の実施状況の公
表に関しては、条例への明記ではなく、事
務事業評価シートにおいてその内容を記載
し、毎年度公表していくことを考えており
ます。

D

　制定にあたっては、何より最初に市民
の意識調査・アンケート、町内会の実態
把握・意見交換から取り組むべきではな
かったかと思います。先日の若い世代へ
のアンケート調査などは一番に取り組む
べきでした。貴重なアンケートですので
結果が出ましたら、お知らせください。

　登別市まちづくり基本条例は、市民と
市のまちづくりの基本理念が高く掲げら
れた市の最高規範条例であり、他の条
例、規則等の制定にあたってはこれを尊
重すべし（第２７条）となっておりま
す。
　今回の条例制定にあたって、まちづく
り基本条例について言及がなされていな
いが、それとの位置付け・関連性につい
ても載せるべきではなかったかと考えま
す。

　市長は、町内会活動など市民が積極的
かつ主体的に取り組む活動に対し、深い
理解と共感を持っていると考えます。
　本条例は理念上や言葉の上だけで加入
促進を促すだけではなく、より具体的な
形で町内会活動を維持し支援するための
重要な条例であるといえます。
　その立場に立つならば、市（市長）と
して、毎年度かあるいは２年に１度、行
政として町内会維持・活性化、加入促進
などに対する施策の実施状況を広く公表
することを、条例で明記すべきではない
でしょうか。


